
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人三森淳、同赤松岳の上告理由について

　原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件抵当権設定登記の債務者の

表示は実体と符合しないが、右不一致は右抵当権設定登記そのものを無効とするも

のではないとした原審の判断は、正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、

採用することができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。
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